
○佐久市空き店舗対策事業補助金交付要綱 

平成29年３月17日告示第35号 

改正 

令和５年２月９日告示第39号 

令和６年３月19日告示第55号 

佐久市空き店舗対策事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の商業環境の向上を図るため、中小企業者等が市内の空き店舗等を

活用して出店する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐久市補助

金等交付規則（平成17年佐久市規則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 中小企業者 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第２条第１項第１号、第

２号、第５号及び第６号に掲げる者をいう。 

(２) 商店街団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１

項に規定する中小企業団体、商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）に規定する商店

街振興組合及び中小企業者により組織された団体で市長が特に認めた団体（団体を構成す

る中小企業者の２分の１以上が市内に事業所を有しているものに限る。）をいう。 

(３) 空き店舗等 過去に店舗又は事務所として利用された物件で、市が管理するデータベ

ースに登録されている空き店舗及び空き事務所をいう。 

(４) 商店街 10以上の店舗が連たんして街区を形成しているもの（店舗以外の建物が混在

する場合は、店舗以外の建物の数が店舗の数の２分の１を超えない場合に限る。）をいう。 

(５) 商工団体 商工会議所法（昭和28年法律第143号）に規定する商工会議所及び商工会

法（昭和35年法律第89号）に規定する商工会をいう。 

(６) 市内在住者 補助金申請時に市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市内

に住所を有する個人事業主をいう。 

(７) 市外在住者 補助金申請時に市外に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市外

に住所を有する個人事業主をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内の空き店舗等を賃借して出店する中小企業者又

は商店街団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 市税等の滞納がないこと。 

(２) 営業に関する許認可が必要な場合は、その許認可を取得すること。ただし、対象設備

が未完成のため許可されない場合は、念書を提出することで許可書の写しの提出に代える

ことができる。 

(３) 市内で別の店舗を営業している場合は、その店舗の営業も続けていくこと。 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者

でないこと。 

(５) 出店しようとする空き店舗等の所有者が２親等以内の親族又は生計を一にする親族で

ないこと。 



(６) 出店しようとする空き店舗等において営む事業について、次に掲げるいずれにも該当

するものであること。 

ア １年以上継続して営業することが見込まれること。 

イ 営業時間に昼間の時間帯（おおむね午前10時から午後４時まで）が含まれていること。 

ウ 出店について、地元の商店街又は商工団体（商店街団体にあっては、商工団体）の推

薦を受けていること。 

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

第１項に規定する風俗営業（同項第２号に掲げる営業を除く。）又は同条第５号に規定

する性風俗関連特殊営業でないこと。 

オ 小売業、飲食サービス業その他これに類する業種であること。 

カ フランチャイズ方式等による画一的な営業を行うものでないこと。 

キ 店舗内での販売又はサービスの提供を主に行わず、大部分が事務所又は倉庫での利用

とみなされるものでないこと。 

(７) 過去５年以内にこの要綱による補助金（空き店舗等の賃借に要する経費に係るもので

あって、賃貸借契約が複数年度にわたるものに係る前年度以前の年度分の補助金を除く。）

の交付を受けた者でないこと。 

（補助対象経費及び補助金の額等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）及び補助金の額等は、

次表のとおりとする。 

対象経費 補助金の額 対象外経費等 

空き店舗等の

改修に要する

経費 

市内在住者 
対象経費の３分の１以内とし、70

万円を限度とする。 
設計管理委託料及

び事務用機器、調

理器具、什器等の

備品購入費 市外在住者 
対象経費の３分の１以内とし、30

万円を限度とする。 

空き店舗等の

貸借に要する

経費 

市内在住者 

対象経費の30パーセント以内と

し、１か月当たり３万円を限度と

する。 
敷金、礼金、保証

金、管理費、共益

費その他これらに

類する経費 
市外在住者 

対象経費の30パーセント以内と

し、１か月当たり２万円を限度と

する。 

２ 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた

額を補助金の額とする。 

３ 第１項に規定する空き店舗等の改修に要する経費については、次のとおりとする。 

(１) 改修工事を申請年度内に完了するものとする。 

(２) 原則として、市内に住所又は事業所を有する者に請け負わせた場合の経費に限るもの

とする。この場合において、申請者及び申請者と生計を一にする者が自ら工事を行う場合

は補助対象外とする。 

４ 第１項に規定する空き店舗等の賃借に要する経費については、次のとおりとする。 



(１) 賃貸借契約に定めた賃貸借の開始の日から３年間を限度とする。この場合において、

賃貸借契約の期間が月の途中から開始した場合の期間が開始した月及び開始から３年が経

過する日の属する月に係る補助金額は日割り計算により算出するものとする。 

(２) 対象物件が店舗併用住宅である場合は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按（あ

ん）分して算出するものとする。 

５ 対象経費のうち、国、地方公共団体（佐久市を含む。）等での他の補助金等（以下「他の

補助金等」という。）の対象となっている経費（同一事業であっても、他の補助金等の対象

となっていない経費は除く。）については、補助対象外とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐久市空き店舗対

策事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(１) 事業実施計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 賃貸借契約書（案） 

(４) 地元の商店街又は商工団体（商店街団体にあっては、商工団体）の推薦を受けている

ことが分かる書類 

(５) 市税等の納税証明書 

(６) 営業に関する許認可書類の写し（営業に関する許認可が必要な場合に限る。） 

(７) 改修工事に係る設計図書及び見積書の写し（改修に要する補助の場合に限る。） 

(８) 空き店舗等の改修前の写真（改修に要する補助の場合に限る。） 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金

の交付を決定し、佐久市空き店舗対策事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

（内容変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者で、転入、転出その他の理由により補助事業の内容を変

更しようとするときは、佐久市空き店舗対策事業補助金変更交付申請書（様式第３号）に、

それらを証明する書類等を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（実績報告兼交付請求） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、当該年度分の事業が完了したときは、完了後

10日以内に佐久市空き店舗対策事業補助金実績報告書兼交付請求書（様式第４号）に、次の

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績報告書 

(２) 収支決算書 

(３) 賃貸借契約書の写し（契約期間が補助期間を超えない場合又は契約期間内で契約内容

に変更がある場合に限る。） 

(４) 領収書等の写し（改修に要する補助の場合にあっては領収書、貸借に要する補助の場

合にあっては領収書又は支払が確認できる書類） 

(５) 空き店舗の改修後の写真（改修に要する補助の場合に限る。） 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の実績報告書兼交付請求書を受理した時は、内容を審査し、適当と認め



たときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐久市空き店舗対策事業補助金交付確定通知書

（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（概算払） 

第10条 補助金の概算払を受けようとするときは、７月、10月又は１月の20日（当該日が休日

にあたる場合は、当該休日の直後の休日でない日）までに、佐久市空き店舗対策事業補助金

概算払請求書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すとともに、当該申請者に対し、佐久市空き店舗対策事業補助金交付決定

取消通知書（様式第７号）により通知するものとする。この場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものと

する。 

(１) 申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金交付後、補助金の交付要件を満たしていないことが明らかとなったとき。 

(３) 申請者が、労働関連法令に反する行為を行ったとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認めたと

き。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、佐久市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則（平成29

年佐久市規則第16号）による改正前の佐久市商工業振興条例施行規則（以下「改正前規則」

という。）の規定によりなされた改正前規則別表に規定する空き店舗対策事業に係る補助金

の交付の決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 


